
霊柩車の運行及び祭具の貸出しに関する条例の廃止 

（祭具・霊柩車管理事業の廃止） 

 

事業の概要 

○霊柩車の運行 

運行基準：市内から八富成田斎場に移送する場合に限る 

霊 柩 車：バン型霊柩車（トヨタ エスティマ）１台 

使 用 料：1 回につき 

市民 5,230 円 市民以外 10,460 円 

 

○祭具の貸出し 

貸 出 基 準：市内で葬儀を行う場合に限る 

祭具の種類：1 級 5 段、1 級 4 段、2 級 3 段 計 3 基 

使 用 料：1 日につき 

1 級 市民 2,090 円 市民以外 4,180 円 

2 級 市民 1,250 円 市民以外 2,500 円 

 

 

年度別使用状況 

 

年度 

 

市内火葬件数 

（A） 

霊柩車の運行 祭具の貸出し 

件数 

（B） 

使用率 

（B/A） 

件数 

（C） 

使用率 

（C/A） 

昭和 63 年度 472 280 59％ 559 59％ 

┋ 

平成 10 年度 681 205 30％ 318 23％ 

┋ 

平成 20 年度 951 224 24％ 78 4.1％ 

┋ 

平成 30 年度 1,203 311 26％ 15 0.6％ 

令和元年度 1,102 264 24％ 4 0.2％ 

令和 2 年度 1,170 163 14％ 2 0.1％ 

令和 3 年度 1,191 120 10％ 8 0.3％ 

令和 4 年度 1,331 94 7％ 4 0.2％ 

令和 5 年度 1,454 89 6％ 2 0.1％ 

令和 6 年度 1,408 94 7％ 0 0％ 
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使用料収入と事業費の比較（令和 6 年度決算額） 

使用料収入 

摘 要 金額 

霊柩車使用料 

祭具使用料 

512,540 円 

0 円 

合 計 512,540 円 

事業費 

節 金額 

報酬 ・手当・共済費・旅費 （会計年度任用職員 2 名） 

需用費（燃料・車検整備・点検等） 

役務費（電話料金） 

負担金補助及び交付金（適性診断等） 

公課費（自動車重量税） 

6,055,690 円 

253,591 円 

23,422 円 

5,822 円 

19,600 円 

合 計 6,358,125 円 

 

民間葬祭事業者の現況（アンケート結果より抜粋 50 者より回答） 

霊柩車の自社保有率  68％ 

霊柩車未保有の手配方法 他社車両を手配 79％ 

市霊柩車を使用 21％ 

事業廃止に対する意見 霊柩車運行の廃止 80％が支障なしと回答 

祭具貸出しの廃止 96％が支障なしと回答 

 

県内自治体の現況 

○霊柩車の運行 

実 施 中：5 団体 

千葉市・市川市・松戸市・四市複合事務組合 （船橋市・習志野市・八

千代市・鎌ヶ谷市） ・東葛中部地区総合開発事務組合 （柏市・流山市・

我孫子市） 

事業廃止：3 団体 

佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合・香取広域市町村圏事務組合（香

取市・神崎町・東庄町）・銚子市 

○祭具の貸出し 

実 施 中：2 団体 千葉市・船橋市 

事業廃止：3 団体 習志野市・鎌ヶ谷市・浦安市 

 


